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高知県教育委員会 会議録 

 

平成２９年１２月定例委員会 

場所：教育委員室 

 

（１）開会及び閉会に関する事項 

  開会 平成２９年１２月２２日（金）１６：００ 

閉会 平成２９年１２月２２日（金）１６：５５ 

 

（２）教育委員会出席者及び欠席者の氏名 

 出席者    教育長        田村 壮児 

教育委員           平田 健一 

教育委員       竹島 晶代 

教育委員       八田 章光 

教育委員        中橋 紅美 

教育委員       木村 祐二 

 

（３）高知県教育委員会会議規則第８条、第９条の規定によって出席した者の氏名 

  高知県教育委員会事務局 教育次長         藤中 雄輔 

       〃      教育次長         永野 隆史 

       〃      参事兼小中学校課長    長岡 幹泰  

〃      教育政策課長       酒井 啓至 

       〃      教職員・福利課長     坂田 省吾 

       〃      教職員福利課企画監    山脇 聡美 

   〃      学校安全対策課長     中平 文男 

       〃      幼保支援課長       溝渕智栄子 

       〃      高等学校課長       高岸 憲二 

          〃      特別支援教育課長     橋本 典子 

      〃      生涯学習課長       森  克仁 

      〃      新図書館整備課課長補佐  宮本 伸二 

〃      保健体育課長       山本 儀浩 

〃      人権教育課課長      西内  清 

〃      教育政策課課長補佐    泉  千恵 

〃      教育政策課教育企画担当チーフ  津野 哲生（会議録作成） 

       〃      教育政策課指導主事    小島 丈晴（会議録作成） 
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（４）議事の大要及び教育長等の報告の要旨 

 

【冒頭】   

  【冒頭】   

  教育長  １２月定例委員会を開催する。 

教育次長 （提案説明） 

教育長  専決処理報告第１号及び付議第２号は個人の情報を含む議案のため、付議第

３号は人事に関する議案のため、非公開の取り扱いとする。 

賛成の委員は挙手をお願いする。 

 各委員  全員挙手 

教育長  それでは、専決処理報告第１号並びに付議第２号及び第３号を非公開の取扱

いとする。 

 

 

【専決処理報告第１号 平成29年度教職員等表彰（勤続表彰）の追加認定に関する専決処理 

報告（教職員・福利課）】 

○教職員・福利課長 説明 

○質疑 

 

 

教育長 

各委員 

教育長 

【非公開議案】 

 

本専決処理報告を承認する委員は挙手をお願いする。  

全員挙手  

本専決処理報告を承認する。 

 

 

【付議第１号 高知県立学校施設長寿命化計画の策定に関する議案（学校安全対策課）】 

○学校安全対策課長 説明 

○質疑 

木村委員 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 小津高校と追手前高校については、何か県の何かに指定して残していると

いうことか。それとも、ただ歴史ある記念すべき学校であるという形にして

いるのか。 

 

 今のところは、特に何か指定を取ろうということはないが、小津高校につ

いては今の新校舎になるときに、一部、今の昇降所のところ、中央のところ

が古い建物が残っていると思うが、あそこがネオゴシック式の様式の建物だ

ったということで非常に文化的な価値があるのではないかということで、新

しい小津高校に改築するときにかなり「守る会」が署名活動をしたという経

緯がある。そのようなことあり、あそこはＯＢからも昔の小津高校の校舎を

残したいという声もあり、今現在の形になっている。そういうこともあるた

め、なかなか取り壊すということにはならないと思いますので、できるだけ
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木村委員 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

各委員 

教育長 

使っていくという考え方である。 

 あと、追手前高校につきましても非常に長い築年数ということもあり、そ

れから時計台については、代々のＯＢからもあのような歴史的、文化的とい

うか、価値ある校舎を残したいという声も当然あると思うので、いざ改築と

なると小津高校のとき以上にかなり反響を呼ぶのではないかということで、

簡単には手をつけられないというのが現状だと考えている。 

 

 多分古い建物を残していこうとすればするほど、かえって高い費用が掛か

るのではないかと想像がつくのだが、そのためには県の指定、文化財など、

建物そのものを何かそういう形で指定した方が県民の理解を得られるので

はないだろうかという気がする。 

 

 文化財の方は、あまり詳しくはないが、文化財に指定することによって逆

に補修がしづらくなったり、手入れ、工事で手を入れにくくなったりという

ことも一部あるのではないかということも少し懸念はしている。いずれにし

ても、生徒・教職員の命に関わってくるため、安全性をとにかく担保しなけ

ればならないということがあるため、定期的に耐力度調査を入れて、コンク

リートの強度、それから鉄筋が腐食してないかなど、そういったところの確

認は随時入れていきたいと考えている。 

 

 

本事件の議決を求める。賛成する委員は挙手をお願いする。 

全員挙手 

本事件を原案のとおり議決する。 

 

 

【付議第２号 平成２９年度高知県児童生徒表彰（後期）受賞者の決定議案 

（教職員・福利課）】 

○教職員・福利課長 説明 

○質疑 

 

 

教育長 

各委員 

教育長 

【非公開議案】 

 

本事件の議決を求める。賛成する委員は挙手をお願いする。 

全員挙手 

本事件を原案のとおり議決する。 

 

 

 

【付議第３号 教職員の人事議案（小中学校課）】 

○小中学校課長 説明 

○質疑 
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教育長 

各委員 

教育長 

【非公開議案】 

 

本事件の議決を求める。賛成する委員は挙手をお願いする。 

全員挙手 

本事件を原案のとおり議決する。 

 

 

（５）議決事項 

専決処理報告第 1号    承認 

付議第１号から第３号   原案どおり議決   

 


